
（仮称）紫波火葬場整備事業実施方針の公表について 

 

 

（仮称）紫波火葬場整備事業の実施に当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第5条の規定に基づく特定事業の選定及

び特定事業を実施する民間事業者の選定を行うための実施方針を定めましたので、次のと
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１ 特定事業の選定に関する事項 

 

紫波町（以下「町」という。）は、（仮称）紫波火葬場整備事業（以下「本事業」と

いう。）を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１

年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に則り、実施することとする。 

本実施方針は、ＰＦＩ法に基づき特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者

の選定を行うにあたり、事業の実施に関する方針として定めるものである。 

 

（１）特定事業の内容に関する事項 

ア 事業名 

（仮称）紫波火葬場整備事業 
 

イ 対象となる公共施設の種類 

火葬場 

 

ウ 公共施設の管理者 

紫波町長 藤 原  孝 

なお、町は本施設を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の規定に

よる「公の施設」とする予定である。 

           

エ 事業目的 

本町の現在の火葬場は、建設から約３２年が経過し、施設の老朽化が進行してい

ることに加え、狭隘な施設で利用者が不便を来しているのが現状である。今後、高

齢社会の進行により施設利用の増加も予想され、新しい施設を早急に整備する必要

があることから、町では移転新築により新たな火葬場を整備することとした。 

本事業を進めるに当たっては、民間の資金やノウハウを活用することで、サービ

スの質の向上を図り、かつ、財政支出の削減、財政支出の平準化の確保を目指すも

のである。 

 

オ 施設の名称 

（仮称）紫波火葬場 

 

カ 施設の内容 

 ① 施設の構成 

火葬棟、待合棟、駐車場、構内道路及び庭園等（以下総称して「火葬場施設」 
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という。）及び緩衝緑地（火葬場施設とあわせ、以下総称して「火葬場施設等」

という。） 

 

② 火葬場施設の主要部分の規模等 

延床面積 約９００～９８０㎡ 

火葬炉 ２基   動物炉 １基 

待合ロビー １室 

     告別室 １室 

     待合室 ２室 

     駐車場 １５０台 

 

キ 建設予定地の概要等 

① 建設予定地 

岩手県紫波郡紫波町星山字杉田地内     所有者：紫波町 

（別紙 位置図に示すとおり。） 

 

② 面積 

２７,３８８㎡ 

 

③ 都市計画による区域区分等 

(ア) 都市計画区域内（用途無指定） 

(イ) 建ぺい率 ７０％以下 

(ウ) 容積率 ２００％以下 

(エ) その他 火葬場についての都市計画決定については、今後町が民間事業者

の協力を得て行う。 

 

ク 事業の範囲 

募集要項等に定める手続きによって選定され、町との間で基本協定を締結する民

間事業者（以下「選定事業者」という。）は、本事業の遂行のみを目的とする会社

法（平成１７年法律第８６号）に定める株式会社（以下「ＳＰＣ」という。）を設

立し、次の業務を実施する。なお、それぞれの業務の詳細は、募集要項等の公表時

に示す。 

① 火葬場施設等の整備に係る業務 

・火葬場施設等の設計業務 

・火葬場施設等の施工業務 

・火葬場施設等の工事監理業務 
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・火葬場施設の所有権移転業務 

・火葬場施設等の敷地造成及びその関連業務 

・備品等設置業務 

・環境保全対策業務 

・上記に関連する各種申請等の手続き 

 

② 火葬場施設等の維持管理に係る業務 

・建物保守管理業務 

・建物設備保守管理業務 

・外構維持管理業務 

・火葬炉保守管理業務 

・上記に関連する各種申請等の手続き 

 

ケ 主要スケジュール 

・選定事業者との仮契約締結  平成１９年１０月 

・契約の議決（本契約）    平成１９年１２月 

・火葬場施設等の設計、建設  平成１９年１２月～平成２１年３月 

・火葬場施設の所有権移転   平成２１年３月 

・火葬場施設の供用開始    平成２１年４月 

・火葬場施設の維持管理    平成２１年４月～平成３１年３月 

 

コ 事業方式 

ＢＴＯ方式（Build Transfer and Operate：選定事業者が火葬場施設等を建設し、

竣工後速やかに町に所有権を移転し、維持管理を行う方式）を事業手法として整備

を行う。 

 

サ 事業に必要とされる関連法令等 

選定事業者は、本事業の実施に当たって、必要とされる関係法令等を遵守するこ

ととする。 

関連する法令等は次のとおり。 

・墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号） 

・都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

・消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

・宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号） 

・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 
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・大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

・悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

・騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

・振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

・労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

・森林法（昭和２６年法律第２４９号） 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

・危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第５２号） 

・火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針（平成１２年厚生省） 

・県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例（平成１３年

岩手県条例第７１号） 
・岩手の景観の保全と創造に関する条例（平成５年岩手県条例第３５号） 
・屋外広告物条例（昭和４６年岩手県条例第４４号） 
・ひとにやさしいまちづくり条例（平成７年岩手県条例第４１号） 
・岩手県林地開発行為連絡調整事務取扱要領（岩手県農林水産部） 

・開発許可の手引き（岩手県都市計画協会） 

・墓地埋葬等に関する法律施行細則（平成６年紫波町規則第５号） 

・開発計画技術基準（紫波町土木課） 

・宅地防災マニュアル（建設省建設経済局宅地課民間宅地指導室） ほか 

 

（２）特定事業の選定に当たっての考え方等に関する事項 

   町は、次の考え方及び手順に従い、本事業を特定事業として選定することとする。 

 

  ア 選定に当たっての考え方 

次の考え方を基に、火葬場施設等の整備をＰＦＩ手法により実施した場合、従来

の手法により実施した場合に比べて、公的財政資金の効果的活用が図られることが

見込まれる場合に限り、特定事業として選定する。 

 

① 事業期間中における公的財政負担について、建設費及び維持管理委託費の観 

点から定量的評価を行い、その結果として、公的財政負担の削減が見込めること。 

 

② 事業間中における事業リスク及び公共サービス水準について定性的評価を行

い、その結果として公共負担リスクの低減及び公共サービス水準の向上が見込め

ること。 
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イ 選定手順 

町は、次の手順により客観的評価を行い、評価結果を公表する。 

① ＶＦＭ（Value for Money）の検討による定量的評価 

② ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

③ ①②の検討による総合的評価 

 

ウ 選定結果及び選定における客観的評価の公表方法 

町は、イの選定手順に従い、特定事業を選定した場合には、その評価結果を明ら

かにしたうえで、町のホームページ等により公表する。 

 

２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

 

（１）民間事業者の募集及び選定に係る基本的な考え方 

町は、本事業を選定事業とした場合、本事業への参加を希望する民間事業者（以下

「応募者」という。）を公募し、透明性及び公平性の確保に配慮したうえで選定事業

者を決定するものとする。 

選定事業者の決定に当たっては公募型プロポーザル方式を採用し、応募者からの提

案を総合的に評価するものとする。 

   なお、本町のＰＦＩ事業の普及・促進のため、本事業の実施において、町内の企業

自らが積極的に取り組み、主導的な役割を果たすことを期待している。 

 

（２）募集及び選定スケジュール（予定） 

募集及び選定のスケジュールは、次のとおり想定している。詳細については、募集

要項等公表時に示す。 

平成１９年 ３月 実施方針に関する質問・意見の受付・回答 

平成１９年 ４月 特定事業の選定の公表 

平成１９年 ５月 募集要項の公表 

平成１９年 ５月 募集要項の説明会 

募集要項に関する質問の受付 

平成１９年 ６月 募集要項に関する質問の回答 

応募者からの参加表明 

平成１９年 ７月 参加資格審査 

平成１９年 ９月 提案書の提出 

平成１９年１０月 民間事業者（優先交渉権者）の決定 

仮契約の締結 

平成１９年１２月 契約の議決（本契約の締結） 
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（３）応募者の参加資格要件 

ア 応募者の構成 

応募者は、本事業を実施する次の企業（以下「構成員」という。）により構成さ

れるグループとする。 
 

① 火葬炉を除く火葬場施設等を設計する企業（以下「設計企業」という。） 

② 火葬炉を除く火葬場施設等を施工する企業（以下「施工企業」という。） 

③ 火葬場施設等の工事監理を行う企業（以下「工事監理企業」という。） 

④ 火葬炉を設計、施工及び保守管理する企業（以下「火葬炉企業」という。） 

⑤ 火葬炉保守管理業務を除く火葬場施設等の維持管理を行う企業（以下「維持管理

企業」という。） 
上記のほか本事業を行うための出資のみを行う企業（以下「出資企業」という。） 

を構成員に含めることも可能とする。 

 

また、①から⑤のうち、「施工企業が設計企業を兼ねること」「施工企業が維持

管理企業を兼ねること」は、いずれも可能とするほか、施工企業が設計企業を兼ね

ない場合は「設計企業が工事監理企業を兼ねること」を可能とする。 

なお、施工企業には、本町内に本店を置く企業を１社以上含むものとする。 

 

応募者は、構成員（出資企業を除く。）から代表となる企業（以下「代表企業」

という。）を定めるとともに、当該代表企業が応募手続きを行うこととする。 

  

イ 基本的な参加資格要件 

① 応募者は、次の要件を満たすこと。 

(ア) 設計企業は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基

づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 

(イ) 施工企業には、建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に基づく土

木一式工事につき特定建設業許可を有する企業、建築一式工事につき特定建

設業許可を有する企業が含まれること。（一の企業がこの二つの要件を満た

す場合は、当該一の企業が含まれること。）    

(ウ) 工事監理企業は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定

に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 

(エ) 火葬炉企業は、平成９年度以降において、岩手県内の二以上の自治体への

納入実績を有すること。 
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② 応募者の全ての構成員は、次の要件を満たすこと。 

(ア) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しな

い者であること。 

(イ) 本町の指名停止措置を受けていない者であること。 

(ウ) 次の各法律の各規定による各申立て等がなされていない者であること。 

ａ 旧商法（明治３２年法律第４８条）第３８１条の規定による整理開始の

申立て又は通告 

ｂ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による

破産の申立て 

ｃ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手

続開始の申立て 

d 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手

続開始の申立て 

 

ウ 納税状況 

応募者の全ての構成員は、カに定める参加資格確認基準日までの過去２年間にお

いて、本店所在地において次に掲げる税について滞納をしていないこと。 

① 国税 ： 法人税、消費税 

② 都道府県税： 法人事業税 

③ 市町村税 ： 法人市町村民税、固定資産税 

 

エ 構成員の兼務等の禁止 

一応募者の構成員が、他の応募者の構成員になることは認めない。 

ただし、一応募者の構成員である火葬炉企業が、他の応募者の火葬炉企業となる

ことは、この限りではない。この場合、当該企業は公正な競争を阻害することのな

いように、当該企業内部において適正な情報管理を行うこと。 

 

オ その他の参加不適格者 

応募者は、審査委員会の委員本人、委員が属する企業を構成企業に含まないこと。 

 

カ 参加資格確認基準日 

参加資格確認の基準日は、平成１９年７月を予定している。 

なお、詳細については募集要項等公表時に示す。 
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キ ＳＰＣの設立 

  選定事業者は、ＳＰＣを紫波町内に設立するものとする。この場合、選定事業者

の全構成員による出資は必須要件ではなが、代表企業、施工企業及び火葬炉企業は

必ず出資するものとする。 

  代表企業等は、次の条件を満たすことを必要とする。 

 

① 代表企業は、優先交渉権者が選定された場合に契約交渉の内容に関する決定権

を有しており、かつ、ＳＰＣへの出資比率は出資者中最大となること。 

 

② 全ての出資者は、事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものとし、

町の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切

の処分を行わないこと。 

 

（４）民間事業者の審査及び選定に関する事項 

 

ア 審査及び選定に関する基本的考え方 

町は、有識者等で構成する「紫波町火葬場ＰＦＩ事業者審査委員会（以下「審査

委員会」という。）を設置し、募集要項等に基づき応募者の提案を審査する。 

なお、事業者選定基準の公表は募集要項等の公表と併せて行う予定である。 

 

イ 事業者選定基準を定めるに当たっての指標 

① コスト面 

火葬場施設等の整備に係る建設費、維持管理委託費 

② 維持管理面 

火葬場施設等の維持管理等 

③ 民間事業者の計画や事業に関する考え方等の実現可能性 

土地利用、建築物のデザイン、植栽等修景施設の計画等 

④ 資金調達面、確実性及び安全性 

民間事業者の財務状況、過去の実績等 

 

ウ 審査及び選定手順に関する事項 

審査は、参加資格審査と提案審査に分けて実施する予定であり、最終的な事業者

の選定は、選定基準に基づき、コスト面からの定量的評価及び維持管理水準等から

の定性的評価を行ったうえで、最も有利なものを選定する。 

なお、各審査の視点は次のとおりである。 
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① 参加資格審査 

応募者の具備すべき参加資格要件の有無 

 

② 提案審査 

（ア）価格 

（イ）その他提案内容（建設及び維持管理業務の提案内容等） 

 

エ 審査、選定結果及び評価の公表方法 

町は、審査委員会における審査及び選定の結果を取りまとめて、町のホームペー

ジ等により公表する。 

 

（５）提出書類の取り扱い 

ア 著作権 

① 選定された提出書類の著作権は町に帰属されるが、選定されなかった提出書類

の著作権は、それぞれの応募者に帰属される。 

② 町は、選定された提出書類の展示権を有する。 

③ 選定された提出書類の複製権は、町のみに帰属される。 

 

イ 返却 

選定されなかった提出書類については、それぞれの応募者に返却しないものとす

る。 

 

３ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 

（１）想定される責任及びリスクの分類と官民間の分担 

ア 責任分担の考え方 

本事業における責任分担の考え方は、当該リスクを最も良く管理できる主体がリ

スクを適正に分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供ができるこ

とを基本的な考え方とする。 

火葬場施設等の設計、施工及び維持管理の責任は、原則としてＳＰＣが負うもの 

とするが、町が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、町が責任を負

うこととする。 

イ 想定されるリスクと責任の分担 

町とＳＰＣのリスク分担は、原則として別添「想定されるリスク分担表」による。

なお、その分担の程度等の詳細については、事業契約書において規定する。 
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（２）サービス対価の支払い 

町は、火葬場施設等の設計、施工に要する費用及び火葬場施設等の維持管理に要す

る費用を、事業契約書に定める方法によりＳＰＣに支払う。 

なお、サービス対価の算定及び支払方法については、募集要項等の公表時に示す。 

 

（３）町による事業の実施状況の監視 

ア モニタリング 

① 設計時 

ＳＰＣは、設計内容について町から定期的に確認を受ける。設計完了時には町

の承認を受けるものとする。 

② 工事施工時 

ＳＰＣは、定期的に町から工事施工、工事監理の状況の確認を受ける。 

また、町は必要に応じて、工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施

工状況の確認を行うことができる。 

③ 工事完成時 

ＳＰＣは、施工記録を用意して、現場で町の確認を受ける。 

④ 施設供用開始後 

町は、定期的に業務の実施状況を確認する。 

 

イ 排ガス等検査 

ＳＰＣは、自らの責任及び費用により排ガス等検査を実施し、その結果を町に報

告するものとする。 

なお、排ガス等の検査方法については、募集要項等の公表時に示す。 

 

ウ サービス対価の減額等 

ＳＰＣが実施する火葬場施設等の設計、施工及び維持管理について、事業契約で

定めた要求水準が維持されていないことが判明した場合は、町は、サ－ビス対価の

減額を行うとともに、ＳＰＣに対して業務改善勧告を行い、業務改善計画の提出及

び実施を求める。 

 

エ 事業期間終了後の措置 

事業期間終了後の火葬場施設の維持管理委託を継続して実施するか否かは、火葬

場施設の維持管理を開始してから、町とＳＰＣとの協議により決定する。 
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４ 土地の使用に関する事項 

 

ＳＰＣは、施設整備のため建設予定地の必要な範囲を、整備期間中、無償で使用する

ことができる。 

 

５ 事業計画又は協定等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する

事項 

 

事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合、町とＳＰＣは誠意をもって協議

するものとし、協議が整わない場合は、事業契約で定める具体的措置に従うものとする。 

また、事業契約に関する紛争については、盛岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所

とする。 

 

６ 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

 

事業契約書には、事業期間中に本事業の継続が困難となった場合（ＳＰＣの経営の破

綻、又はその懸念が生じた場合等）の対応方法を明文化することとし、その規定に従い

当該事案に対応することとする。 

特に、ＳＰＣがその責めに帰すべき事由により債務不履行に陥った場合、ＳＰＣが再

び事業を継続することが事実上不可能と認められる場合を除き、町は、ＳＰＣに一定の

回復期間を与えて、ＳＰＣの事業遂行能力の回復を待つこととする。 

ただし、ＳＰＣによるサービス提供に重大な遅滞等が懸念される場合、あるいはＳＰ

Ｃの事業遂行能力の回復が不可能であると判断される場合には、町は、事業契約を解除

することを原則とする。 

事業の継続が困難等となった場合には、次の措置をとることとする。 

 

（１）ＳＰＣに契約不履行の懸念が生じた場合 

町は、事業契約に従いＳＰＣに業務改善勧告を行い、業務改善計画の提出及び実施

を求めることができる。なお、その他の対応方法については、事業契約書に定める。 

 

（２）その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

事業契約書に定める事由ごとに、責任の所在による修復等の対応方法に従う。 
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（３）融資機関又は融資団と町との協議 

町は、本事業の安定的な継続を図るために、必要に応じて、本事業に関してＳＰＣ

に資金を供給する金融機関等の融資機関又は融資団とあらかじめ一定の事項につい

て協議を行い、当該金融機関又は融資団と直接協定を締結することがある。 

 

７ 財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

（１）財政上及び金融上の支援に関する事項 

ア ＳＰＣは、財政上、金融上の支援が適用されるよう努力し、同支援が適用される

場合には、ＳＰＣは事業安定性の向上、サービスレベルの向上等に活用すること。 

イ 町からの補助、出資及び債務保証等の財政支援は行わないものとする。 

 

（２）その他の支援に関する事項 

町は、事業実施に必要な許認可等に関し、必要に応じて協力する。また、法改正等

により、その他の支援策等が適用される可能性がある場合には、町及びＳＰＣは協議

を行い、対応策を検討する。 

 

８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

 

（１）議会の議決 

町は、平成１９年１２月に、事業契約の締結に関する議案を町議会に提出する予定

である。 

 

（２）情報公開及び情報提供 

町は、紫波町情報公開条例（平成１１年紫波町条例第２１号）に基づき、本事業に

係る情報公開を行う。 

本事業に係る必要な情報の提供は、町のホームページ等を通じて行う。 

 

（３）応募に伴う費用負担 

応募者に係る費用については、すべて応募者の負担とする。 

 

（４）実施方針に係る質問、意見の受付 

本実施方針に対する質問又は意見がある場合は、「実施方針に関する質問・意見

書」（様式１）により質問書又は意見書を作成し、提出期間内に連絡先へ持参又は 

電子メール（添付ファイル）により提出するものとする。なお、電話での受付は行

わない。 
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質問書及び意見書の作成に使用するソフトは、Microsoft Excel とする。質問書

及び意見書を持参する場合は、内容を記録したフロッピーディスク又はＣＤ－Ｒも

提出すること。 

提出期間は、実施方針の公表時点から平成１９年３月２８日（水）までとする。 

 

連絡先は次の通りとする。 

 

郵便番号 ０２８－３３９０ 

岩手県紫波郡紫波町日詰字西裏２３番地１ 

紫波町 生活部 町民課 生活環境室（担当：森川・熊谷） 

電話番号 ０１９－６７２－６８９３ 

電子メール skpfi@town.shiwa.iwate.jp  

 

（５）質問書、意見書に対する回答等 

提出された質問書、意見書に対する回答書は、特定事業の選定結果の公表までにホ

ームページで公開する。 

なお、質問書、意見書を寄せられた方には、後日内容確認のため、必要に応じヒア

リングを行うこともある。 
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別添資料：想定されるリスク分担表 

 

（1）共通リスク 

リスク項目 リスクの概要 町 民間 分担 

資金調達 本事業に必要な資金を確保できないこと  ○  

法制度 法制度の変更等に伴う再投資、サービスの停止等 ○   

サービス対価の支払いに係る消費税の変更 ○   
税制度 

その他関連税制度の変更  ○  

行政の政策の変更や性能要件の水準変更に伴う追加費

用の発生、スケジュールの変更等 
○   要求水準等の変更 

 
民間事業者の提案による仕様の変更  ○  

金利 事業期間中の金利変動  ○  

建設期間中の物価変動  ○  
物価 

維持管理期間中の物価変動   ○ 

町の責めに帰すべき事由による本事業に必要な許認可

の取得の遅延等 
○   

許認可 
上記以外の事由による本事業に必要な許認可の取得の

遅延等 
 ○  

火葬場の設置等に関する反対運動等による事業の中断、

中止 
○ 

住民対応 
上記以外のもの（調査・設計、建設）に関する反対運動

等による事業の中断、中止 
○ 

町の責めによるもの ○  
第三者賠償 

民間事業者の責めによるもの  ○  

労災 建設、維持管理における従業員の労働災害  ○  

不可抗力 

戦争、風水害、地震等、第三者の行為その他自然的又は

人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲を超えるも

の 

 

 

 

 

 

○ 

町の指示、議会の不承認によるもの ○   
事業の中止・延期等 

事業者の事業放棄、破綻によるもの  ○  
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（2）設計リスク 

リスク項目 リスクの概要 町 民間 分担 

町が実施した測量・調査の不備 ○   
測量・調査 

上記以外の測量・調査の不備  ○  

町の責めに帰すべき事由による設計変更 ○   
設計変更 

上記以外の事由による設計変更  ○  

 

（3）建設リスク 

リスク項目 リスクの概要 町 民間 分担 

地盤沈下 建設工事の地盤沈下によるコストの増加  ○  

地中障害物 建設工事中に発見された地中障害物の処理  ○  

工事費増大 
予想できなかった技術的問題や施工上の課題などにより、

当初見積額以上の支出が発生 

 
○ 

 

町の要請により工事が遅延し、又は完工しない場合 ○   工事遅延 

上記以外のもの  ○  

要求水準未達 要求水準未達や施工不良が発見された場合  ○  

施設の損傷 引渡前の火葬場施設の損傷  ○  

 

（4）維持管理リスク 

リスク項目 リスクの概要 町 民間 分担 

瑕疵 火葬場施設に瑕疵があった場合の修繕、損害賠償  ○  

維持管理コスト 
維持管理費が予想を上回った場合（物価変動によるものを

除く。） 

 

 
○ 

 

 

施設改修等 
要求水準未達等の事由により必要となった改修工事費等

の負担 

 

 
○ 

 

 

要求水準未達 維持管理業務の内容が要求水準に達しない場合  ○  

火葬場施設の劣化に対して適切な措置がとられなかった

ことに起因 

 

 
○ 

 

 

町の責めに帰すべき事由による火葬場施設の損傷 ○   
施設損傷 

上記以外の事由による火葬場施設の損傷  ○  
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様式１  

平成  年  月  日 

実施方針に関する質問書・意見書 

 

（仮称）紫波火葬場整備事業に関する実施方針について、次のとおり質問・意見を提出

します。 

会社名 

部署 

氏名 

所在地  

電話番号 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 

 提出者 

 

 

 

 

 

 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

該当箇所 （※該当する実施方針等の頁数、項目等を明示してください。）  

質問・意

見のタイ

トル 

 

内容 １質問        ２意見（※いずれかを○で囲んでください。） 

注１ 質問・意見は、簡潔かつ具体的に記入してください。  

２ 質問・意見は、この用紙１枚につき１件とします。 
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